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～～ 第 11話　一時金にかかる税金について（一時所得） ～～
（前回のお話の続きです。一時金は、他の所得扱いもあるみたいで…）

　：  一時金は、「退職所得」になるということですね。
　： 退職した場合の一時金はそうだね。
　： あれ？退職した後以外で一時金はもらえませんよね？
　： 実は、あまりないけどもう一つ「一時所得」になる場合もあるんだよ。
　：｢一時所得」？
　：またまた聞きなれない言葉だよね。退職以外で基金を喪失するケースだよ。例えば、パートの

人が契約内容の変更で、厚生年金保険が適用されなくなったため基金を喪失した場合とか、
逆に厚生年金保険には適用されている人が65歳になって基金のみを喪失する場合とかね。
（65歳喪失については第７話参照）

　：そういうケースもあるんですね。では「一時所得」の場合の税金はどうなるんですか？
　：一時金額から控除額50万円を差し引いて半分にしたものが「一時所得」になり、これが課

税対象になるんだよ。「一時所得」は他の所得と合わせて税額が計算されることになるか
ら、確定申告が必要になるよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　（続きをお楽しみに～）

日生協企業年金基金のこと教えて

＊今回のポイント＊
　⇒退職以外で脱退した場合の「一時金」は、「一時所得」になります。

基金クイズ　　難易度★★☆
　　Q：基金の給付請求書は、何種類あるでしょうか？
　　　　選択肢　　①１種類　　　②３種類　　　③５種類
　　       （正解は次号でお知らせします！）

前回クイズの答えは「③一時所得」でした。

二次元コードで
アクセス

前話含め給付にかかる税金の詳細がHPにあります！


